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D06 繊維または類似のものの処理；洗濯；

他に分類されない可とう性材料 

D06B 繊維材料の液体，気体または蒸気によ
る処理（液体の表面への付与一般Ｂ０５；運

搬一般，ウエブまたはフィラメントの処理一般

Ｂ６５；革の処理Ｃ１４Ｃ；動物繊維からの不

純物の機械的除去Ｄ０１Ｂ；ラウンドリーＤ０

６Ｆ；化学的な事項は，Ｄ０６Ｌ～Ｄ０６Ｑを

参照）［２］ 

注 

このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用

いる： 

―“布帛”は整経糸状またはシート状に並んだ糸を包含する；

［２］ 

―“繊維材料”は布帛，糸または他の繊維状物を包含する；［２］ 

―“不定長”はその材料を前進させまたは移送する方法をとる

限りにおいて，そのたて方向の長さが実質的に無限である特性

をもつ材料の範囲を意味する。［３］ 

サブクラス内の索引 

流体処理 

表面への付与または強制貫流 .................. 1/00,5/00 

処理流体中を繊維材料が通過するもの ............... 3/00 

溶剤処理......................................... 9/00 

部分的な処理 .................................... 11/00 

マーセル化 ....................................... 7/00 

他の処理....................... 13/00,17/00,19/00,21/00 

処理流体の除去 .................................. 15/00 

一般的な装置 .................................... 23/00 

1/00 処理，例．洗浄，染色，漂白，のり付け，

含浸，をなすための液体，気体または蒸気

の繊維材料への付与（マーセル化Ｄ０６Ｂ

７／００；溶剤処理Ｄ０６Ｂ９／００；繊

維材料の特定部分の処理Ｄ０６Ｂ１１／０

０；振動の助けによるものＤ０６Ｂ１３／

００；仕上げ剤をその担体から被処理物に

移行させるものＤ０６Ｍ２３／００）［４］ 

1/02 ・噴霧または放射によるもの（Ｄ０６Ｂ１

／０８が優先；噴霧一般Ｂ０５）［２］ 

1/04 ・繊維材料表面上に注ぐことまたは流動さ

せておくことによるもの［２］ 

1/06 ・・傾斜面に沿う流動によるもの［２］ 

1/08 ・繊維材料と接触またはほぼ接触した排出

口からのもの［２］ 

1/10 ・処理剤の運搬要素との接触によるもの

［２］ 

1/12 ・・摩擦接触によるもの，例．ブラシまた

はパッドを有するもの［２］ 

1/14 ・・ローラーによるもの［２］ 

1/16 ・・・処理剤がローラー内側から供給され

るもの［２］ 

3/00 処理，例．洗浄，染色，漂白，のり付け，

含浸，をなすための液体，気体または蒸気

中の繊維材料の移動（マーセル化Ｄ０６Ｂ

７／００；溶剤処理Ｄ０６Ｂ９／００；繊

維材料の特定部分の処理Ｄ０６Ｂ１１／０

０；振動の助けによるものＤ０６Ｂ１３／

００）［２］ 

3/02 ・繊維，スライバーまたは粗糸に関するも

の［２］ 

3/04 ・糸，より糸またはフィラメントに関する

もの［２］ 

3/06 ・・個別的に取扱われるもの［２］ 

3/08 ・・かせとしてのもの［２］ 

3/09 ・・パッケージとしてのもの，例．チーズ

［３］ 

3/10 ・布帛に関するもの（Ｄ０６Ｂ３／２４，

Ｄ０６Ｂ３／２８，Ｄ０６Ｂ３／３２が

優先；ジツガーＤ０６Ｂ３／３２）［２］ 

3/12 ・・一連のガイド手段上でジグザグになす

もの［２］ 

3/14 ・・巻かれた形態でなすもの［２］ 

3/16 ・・重ねられた，すなわち，積み上げられ

た，形態でなすもの［２］ 

3/18 ・・圧搾と組み合わされたもの，例．パジ

ング機［２］ 

3/20 ・・布帛面での処理剤の循環を改良する手

段を有するもの［２］ 

3/22 ・・布帛の片面のみがガイド手段と接触す

るもの［２］ 

3/24 ・ロープ状の形態の布帛に関するもの［２］ 

3/26 ・・重ねられた，すなわち，積み上げられ

た，形態でなすもの［２］ 

3/28 ・処理剤の噴出により推進される布帛に関

するもの［２］ 

3/30 ・物品，例．ストッキング，に関するもの

［２］ 

3/32 ・処理中でのビームローラ間における可逆

的な拡布状材に関するもの；ジツガー

［２］ 

3/34 ・機械または装置の駆動装置［２］ 

3/36 ・・運転制御［２］ 

5/00 処理，例．洗浄，染色，漂白，のり付け，

含浸，をなすための繊維材料への液体，気

体または蒸気の強制貫流（マーセル化Ｄ０

６Ｂ７／００；溶剤処理Ｄ０６Ｂ９／０

０；繊維材料の特定部分の処理Ｄ０６Ｂ１

１／００；振動の助けによるものＤ０６Ｂ

１３／００）［２］ 

5/02 ・移動している不定長材に対するもの［２］ 

5/04 ・・スライバーまたは粗糸に対するもの［２］ 

5/06 ・・糸，より糸またはフィラメントに対す

るもの［２］ 
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5/08 ・・布帛に対するもの［２］ 

5/10 ・・遠心力を利用するもの［２］ 

5/12 ・定長材に対するもの［２］ 

5/14 ・・繊維，スライバーまたは粗糸に対する

もの［２］ 

5/16 ・・糸，より糸またはフィラメントに対す

るもの［２］ 

5/18 ・・・たて糸ビームに対するもの［２］ 

5/20 ・・・かせに対するもの［２］ 

5/22 ・・布帛に対するもの［２］ 

5/24 ・・物品，例．ストッキング，に対するも

の［２］ 

5/26 ・・遠心力を利用するもの［２］ 

7/00 マーセル化，例．マーセル化によるつや出

し［２］ 

7/02 ・スライバーに関するもの［２］ 

7/04 ・糸，より糸またはフィラメントに関する

もの［２］ 

7/06 ・・かせ糸に関するもの［２］ 

7/08 ・不定長布帛に関するもの［２］ 

7/10 ・筒状布帛または筒状物に関するもの［２］ 

9/00 繊維材料の溶剤処理（ドライクリーニング

Ｄ０６Ｆ４３／００）［２］ 

9/02 ・溶剤染色［２］ 

9/04 ・２以上の処理剤からなる溶剤の連続的付

与［２］ 

9/06 ・溶剤回収を有するもの［２］ 

11/00 繊維材料の特定部分の処理，例．模様染め

［２］ 

13/00 振動の助けによる液体，気体または蒸気に

よる繊維材料の処理［２］ 

15/00 液体，気体または蒸気による繊維材料の処

理に関連する繊維材料からの液体，気体ま

たは蒸気の除去（乾燥Ｆ２６Ｂ）［２］ 

注 

グループ１５／１２はグループ１５／０２から１５／１０に

優先する［２］ 

15/02 ・圧搾ローラーによるもの［２］ 

15/04 ・吸引によるもの［２］ 

15/06 ・繊維材料の振動によるもの［２］ 

15/08 ・掻き落しによるもの［２］ 

15/09 ・気体の噴射によるもの［３］ 

15/10 ・遠心力の利用によるもの［２］ 

15/12 ・繊維材料の公定水分率までのもの［２］ 

17/00 液体，気体または蒸気による繊維材料の処

理に関連する繊維材料の貯蔵（そのために

特に適した運搬装置または支持体Ｄ０６Ｂ

２３／０４）［２］ 

17/02 ・重ねられた，すなわち，積み上げられた，

形態でなすもの；Ｊ－ボックス［２］ 

17/04 ・巻かれた形態でなすもの［２］ 

17/06 ・懸垂させた形態でなすもの［３］ 

19/00 グループＤ０６Ｂ１／００～Ｄ０６Ｂ１７

／００に分類されない液体，気体または蒸

気による繊維材料の処理［２］ 

21/00 液体，気体または蒸気による繊維材料の連

続的処理（連続処理中で単一の処理にのみ

特徴があるものまたは連続処理のすべての

処理に特徴があるが一つのメイングループ

に分類されるものについては，その単一処

理の適当なグループを参照）［２］ 

21/02 ・単一容器中で行なわれる処理［２］ 

23/00 特に繊維材料の処理に適し，特殊な装置に

限定されない，グループＤ０６Ｂ１／００

～Ｄ０６Ｂ２１／００に分類される装置ま

たは機械の構成部分，細部または付属品

［２］ 

23/02 ・ローラー［２］ 

23/04 ・処理を受ける繊維材料の運搬装置または

支持体［２］ 

23/06 ・フィラメント，糸またはより糸が互いに

結束するのを防ぐためのガイド手段［２］ 

23/08 ・解撚装置［２］ 

23/10 ・見本を染色するための装置（Ｄ０６Ｂ２

３／１２が優先）［２］ 

23/12 ・処理中または処理後に繊維材料から見本

を取り出すための手段［２］ 

23/14 ・容器，例．バット［２］ 

23/16 ・・容器圧力を変えずに繊維材料の導出入

をするための手段を有するもの［２］ 

23/18 ・・密閉装置［２］ 

23/20 ・処理用の液体，気体または蒸気を処理す

る，例．精製，ろ過，蒸留，ための装置

の配列（その様な装置それ自体について

は，適当なクラスを参照）［２］ 

23/22 ・・加熱のためのもの［２］ 

23/24 ・繊維材料の処理中に繊維材料により取り

去られた処理剤の量を調節する手段［２］ 

23/26 ・・繊維材料の分析によるもの［２］ 

23/28 ・・処理剤の分析によるもの［２］ 

23/30 ・装置または機械またはその部分の清浄手

段［２］ 

 


